
人
権
擁
護
委
員
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

問
い
合
わ
せ
先

　
人
権
啓
発
教
育
課
（
御
代
志
市
民
セ
ン
タ
ー
）　
☎（
２
４
２
）
１
１
９
０

６
月
１
日
は
、人
権
擁
護
委
員
法
が
施
行
さ
れ
た
日
で
す
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合志市人権擁護委員

　国民年金保険料の免除（全
額免除・一部免除）・若年者納
付猶予・学生納付特例の承認
を受けた期間がある場合、保
険料を全額納めたときよりも
老齢基礎年金の受け取り額が
少なくなります。
　そこで、将来受け取る老齢
基礎年金を増額するために、
これらの期間の保険料は、10
年以内であればさかのぼって
納める（追納）ことができます。
　ただし、免除などの承認を
受けた期間の翌年度から起算
して３年目以降に追納すると、
当時の保険料額に一定の加算
額が上乗せされます。
　追納の申し込みは、熊本西
年金事務所までお願いします。

国民年金保険料の免除期間・
猶予期間がある人へ

「追納」をおすすめします

問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
づ
く
り
推
進
課
　
国
保
年
金
班（
西
合
志
庁
舎
）　
☎（
２
４
２
）１
１
８
３

　
熊
本
西
年
金
事
務
所
　
☎（
３
５
５
）３
２
６
１

退
職(

失
業)

に
よ
る
国
民
年
金
保
険
料
の
特
例
免
除
制
度

人権イメージキャラクター
人ＫＥＮまもる君 人ＫＥＮあゆみちゃん

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
人

権
が
侵
さ
れ
な
い
よ
う
見
守
り
、
人
権
が
侵

さ
れ
た
と
き
に
相
談
相
手
に
な
る
な
ど
、
わ

た
し
た
ち
の
間
に
正
し
い
人
権
の
考
え
方
を

広
め
る
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
実
現

す
る
た
め
、
法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委
員

連
合
会
で
は
、啓
発
活
動
の
重
点
目
標
を「
み

ん
な
で
築
こ
う
　
人
権
の
世
紀
　
〜
考
え
よ

う
　
相
手
の
気
持
ち
　
育
て
よ
う
　
思
い

や
り
の
心
〜
」
と
定
め
、
積
極
的
な
啓
発
活

動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
市
に
は
、
市
長
か
ら
推
薦
さ
れ
、
法
務
大

臣
が
委
嘱
し
た
人
権
擁
護
委
員
が
９
人
い
ま

す
。

平
成
25
年
度

合
志
市
特
設
人
権
相
談
所
開
設

 

● 

と

　き

６
月
７
日（
金
）、
９
月
６
日（
金
）

12
月
４
日（
水
）

平
成
26
年
２
月
４
日（
火
）

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

 

● 

と
こ
ろ

泉
ヶ
丘
市
民
セ
ン
タ
ー
・
ふ
れ
あ
い
館
　

　

※

気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。相
談
は
無
料
で
、

秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

　
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
に
加
入
し
て
い
た

人
が
20
歳
以
上
60
歳
未
満
で
退
職
（
失
業
）

す
る
と
、国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
に

な
る
手
続
き
を
行
な
い
、月
額
１
５
、０
４
０

円
の
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
一
方
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
経
済

的
に
困
難
な
人
に
は
、
申
請
に
よ
っ
て
保

険
料
の
納
付
を
免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
、

免
除
申
請
す
る
年
度
ま
た
は
前
年
度
に
退

職（
失
業
）し
た
人
は
、
特
例
免
除
制
度
を

利
用
で
き
ま
す（
退
職
に
は
自
己
都
合
退
職

も
含
ま
れ
ま
す
）。
こ
の
特
例
免
除
で
は
、

通
常
は
審
査
の
対
象
と
な
る
本
人
の
所
得

を
除
外
し
て
審
査
が
行
な
わ
れ
ま
す
。
ま

た
、
被
扶
養
配
偶
者
だ
っ
た
人
も
、
配
偶

者
が
特
例
免
除
に
該
当
す
れ
ば
、
同
時
に

免
除
申
請
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
免
除

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た

だ
し
、
世
帯
主
な
ど
に
一
定
以
上
の
所
得

が
あ
る
と
き
は
免
除
が
認
め
ら
れ
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
年
金
手
帳
な
ど
基
礎
年
金
番
号
が
わ
か

る
も
の

②
認
め
印
（
本
人
が
署
名
す
る
場
合
は
不

要
）

③
失
業
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
公

的
機
関
の
証
明
の
写
し
（
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
、
離
職
票
な
ど
）

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー 

で
す

こ
ん
に
ち
は

こ
ち
ら

ブローカレス理論提唱者
情報学者（工学博士）
崇城大学情報学部教授
早稲田大学大学院招聘研究員
元ＮＴＴ研究所主幹研究員
（ＮＴＴ参与）

星合隆成さん
プロフィール

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
ト
ラ
ブ
ル

こ
こ
に
注
意
！

　
最
近
、
海
外
の
ブ
ラ
ン
ド
品
を
通
信
販

売
で
購
入
し
た
際
の
ト
ラ
ブ
ル
が
多
発
し

て
い
ま
す
。
ト
ラ
ブ
ル
の
多
く
が
お
金
を

支
払
っ
て
も
商
品
が
届
か
な
い
と
い
う
も

の
で
す
。
そ
こ
で
、
ト
ラ
ブ
ル
に
遭
わ
な
い

た
め
の
、
通
販
サ
イ
ト
を
見
極
め
る
最
低

限
の
ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
て
み
ま
し
た
。

 

・ 

連
絡
先
と
し
て
「
住
所
」「
電
話
番
号
」

が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
。

 

・ 

記
載
さ
れ
た
「
住
所
」
は
存
在
す
る
か
。

「
電
話
番
号
」
は
本
当
に
つ
な
が
る
か
。

 

・ 

価
格
は
安
す
ぎ
な
い
か
。

 

・ 

ど
ん
な
場
合
に
返
品
可
能
か
。

 

・ 

サ
イ
ト
の
日
本
語
表
記
が
お
か
し
く
な

い
か
。

　
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
で
困
っ
た
と
き
や
被

害
に
あ
っ
た
と
き
は
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（
合
志
庁
舎
２
階
　
総
務
課
）

☎（
２
４
８
）
５
４
４
２

相
談
受
付
時
間

平
日
　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

第１回地域コミュニティブランド
シンポジウム in 合志

問い合わせ先　まちづくり戦略室（合志庁舎）　☎248‒1028

　地域コミュニティブランドは、星合隆成博士（崇城大学情報学部教授）が提唱す
る地域活性化・産業振興・コミュニティビジネスの具体的な手法であり、博士が
1998年に提唱したブローカレス理論を理論的な支柱としています。シンポジウム
では、本市におけるコミュニティビジネス・ソーシャルビジネスの創発、起業サ
ポートを目的に、有識者による基調講演、パネルディスカッションを開催します。

 ● 参加費　無料（申込不要）
なお、当日は併せて市物産品のスイカやブランド品の
販売を行ないます

 ● プログラム
１　基調講演　 星合　 隆成さん（崇城大学情報学部教授）

演　　題　 「コストゼロからの起業、
　　  組織は後からついてくる」

２　パネルディスカッション
パネラー 　小保方 貴之さん（桐生布テク協会理事長）

小野　 泰輔さん（熊本県副知事）
松尾　 洋さん（㈱くまもと健康支援研究所代表取締役）
内村　 安里さん（熊本Apps！）
荒木　 義行 合志市長

と　き　５月25日（土） 午後１時～４時
ところ　ヴィーブル文化会館


